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慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
〇
五
（
五
〇
五
）　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
古
文
書
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
古
代
・
中
世
文
書
全

九
点
の
う
ち
の
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」（
整
理
番
号N

P00005

）

を
翻
刻
・
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る）

1
（

。
以
下
、
古
文
書

室
所
蔵
の
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」
を
本
巻
子
も
し
く
は
慶
應
本
と

呼
ぶ
こ
と
と
し
、
第
一
節
で
は
慶
應
本
を
含
む
諸
本
の
関
係
に
つ

い
て
、
第
二
節
で
は
諸
本
の
作
成
・
伝
来
過
程
に
つ
い
て
、
第
三

節
で
は
慶
應
本
の
巻
尾
に
謄
写
さ
れ
た
文
書
群
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
若
干
の
解
説
を
し
た
い
。

一　

諸
本
の
関
係

ま
ず
は
慶
應
本
の
特
徴
と
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

慶
應
本
は
縦34.0cm

×
横1315.5cm

の
巻
子
本
で
あ
り
、
全

三
十
紙
か
ら
な
る
。
外
題
に
は
「
山
城
國
陵
田
坪
付
建
保
五
年

國
司
注
進
」
と

あ
り
、
巻
子
を
収
め
た
函
の
蓋
に
も
同
じ
表
題
が
見
ら
れ
る
。
巻

首
に
は
「
慶
應
義
塾
圖
書
館
」（
長
方
印
）
の
他
に
「
三
條
之

印
」（
方
印
）
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
、
慶
應
本
は

元
々
三
条
家
旧
蔵
本
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
慶
應
本
の
構
成
を
ま
と
め
た
の
が
次
頁
の
【
表
】
で
あ

る
。
巻
首
か
ら
順
に
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
修
理
序
文
・
永
久

元
年
（
一
一
一
三
）
衙
寮
牒
・
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
書
写
奥

書
・
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
謄
写
奥
書
・
そ
の
他
文
書
群
（
平

安
後
期
〜
鎌
倉
初
期
）
の
五
つ
の
構
成
か
ら
な
り
、「
山
城
国
陵

田
坪
付
」
は
建
保
五
年
、
明
和
九
年
、
嘉
永
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
書

写
・
修
理
・
謄
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
後
の
嘉
永

七
年
謄
写
奥
書
に
よ
る
と
、「
以
或
家
秘
蔵
之
右
巻
在
忠

自
筆
、
令
賀
茂

恭
保
縣
主
謄
冩
了
、
紙
背
文
書
継
奥
、
嘉
永
七
年
十
月
権
大
納
言

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

喜
　
多
　
泰
　
史



五
〇
六

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
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三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

（
花
押
）」
と
あ
り
、
慶
應
本
の
底
本
に
は
紙
背
文
書
が
存
在
し
た

こ
と
、
ま
た
そ
の
紙
背
文
書
に
相
当
す
る
の
が
嘉
永
七
年
謄
写
奥

書
の
後
に
続
く
そ
の
他
文
書
群
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
慶
應
本
の
特
徴
と
構
成
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
他
の

諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

に
は
慶
應
本
の
他
に
以
下
の
二
本
が
現
存
す
る
。
一
つ
は
宮
内
庁

（
五
〇
六
）　

　
【
表
】
慶
應
本
・
柳
原
家
本
・
史
料
編
纂
所
本
の
構
成

構　
　

成

慶
應
本

柳
原
家
本
史
料
編
纂
所
本

内　
　

容

明
和
九
年
修
理
序
文

○

○

－

「
山
城
国
陵
田
坪
付
〈
建
保
五
年
国
司
注
進
分
／
反
古
裏　

筆
者
賀
茂
在
忠
〉、
右

一
巻
今
度
更
加
修
復
了
〈
不
見
之
分
除
之
〉、《
中
略
》、
明
和
九
年
三
月
十
八
日
八

座
左
大
丞
判
」

永
久
元
年
衙
寮
牒 

（
山
城
国
陵
田
坪
付
）

○

※○

－

「
衙
寮
牒　

山
城
国
衙
、
欲
被
早
任
式
条
旨
免
陵
戸
田
坪
々
事
、《
中
略
》、
牒
件
陵

戸
田
自
昔
以
降
迄
近
代
無
他
妨
、
而
今
俄
押
入
、
権
門
不
令
弁
進
寮
家
地
之
間
、

絶
徭
丁
等
食
物
、
陵
墓
無
守
護
人
、《
中
略
》、
乞
也
衙
察
状
、
欲
被
免
除
件
陵
戸

田
坪
坪
等
、
以
牒
、
永
久
元
十
二
月　

日
」

建
保
五
年
書
写
奥
書

○

○

－

「
建
保
五
年
六
月
三
日
任
永
久
之
帳
面
書
写
之
、
清
書
之
一
本
者
進
国
司
、
草
案
之

一
本
為
子
孫
留
之
畢
、
陰
陽
博
士
賀
茂
在
忠
（
花
押
影
）」

嘉
永
七
年
謄
写
奥
書

○

－

○

「
以
或
家
秘
蔵
之
右
巻
〈
在
忠
／
自
筆
〉
令
賀
茂
恭
保
県
主
謄
写
了
、
紙
背
文
書
継

奥
、
嘉
永
七
年
十
月
権
大
納
言
（
花
押
）」

そ
の
他
文
書
群

○

－

○

大
蔵
権
大
輔
基
兼
カ
奉
書
／
前
筑
後
守
某
奉
書
／
某
書
状
／
賀
茂
某
礼
紙
書
土
代

／
某
状
／
某
書
状
／
木
工
頭
平
為
業
カ
書
状
／
左
少
史
中
原
某
奉
書
／
参
議
藤
原

定
能
カ
書
状
／
諸
陵
頭
賀
茂
在
忠
下
文
／
某
書
状
／
神
祇
権
大
輔
某
書
状
／
某
覚

書
の
十
三
点
。
原
則
と
し
て
平
安
後
期
〜
鎌
倉
初
期
賀
茂
氏
関
係
文
書
で
あ
る
。

※
紙
背
に
慶
應
本
の
そ
の
他
文
書
群
に
相
当
す
る
文
書
あ
り
。



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
〇
七

書
陵
部
所
蔵
の
巻
子
本
「
柳
原
家
記
録
一
五
九
」
で
あ
り）

2
（

、
も
う

一
つ
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
影
写
本
「
所
三
男
氏
持
参

文
書
」
で
あ
る）

3
（

。

ま
ず
「
柳
原
家
記
録
一
五
九
」
で
あ
る
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
に

て
原
本
を
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、【
表
】
の
よ
う
に
明
和
九
年
修
理

序
文
・
永
久
元
年
衙
寮
牒
・
建
保
五
年
書
写
奥
書
が
確
認
で
き
た

が
、
嘉
永
七
年
謄
写
奥
書
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
慶
應
本

の
そ
の
他
文
書
群
に
相
当
す
る
文
書
が
柳
原
家
本
の
紙
背
に
確
認

で
き
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、「
柳
原
家
記
録
一
五
九
」
は
慶

應
本
の
底
本
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

一
方
、「
所
三
男
氏
持
参
文
書
」
の
特
徴
と
構
成
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
こ
ち
ら
も
史
料
編
纂
所
に
て
影
写
本
を
閲
覧
し
た
と
こ

ろ
、
嘉
永
七
年
謄
写
奥
書
と
そ
の
他
文
書
群
の
み
が
影
写
さ
れ
て

い
た
。
影
写
本
の
奥
書
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
五
年
十
月
に
所
三

男
が
史
料
編
纂
所
に
持
参
し
た
も
の
を
影
写
し
た
と
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
巻
子
本
は
嘉
永
七
年
に
作
成
さ
れ
た
三
条
家
旧
蔵
本
で

あ
っ
た
、
と
当
時
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
の

所
蔵
先
は
未
詳
で
あ
る
と
し
、
昭
和
五
十
九
年
九
月
に
「
所
三
男

氏
所
蔵
文
書
」
か
ら
「
所
三
男
氏
持
参
文
書
」
に
史
料
名
が
改
め

ら
れ
て
い
る
。

前
述
の
通
り
、
慶
應
本
に
は
「
三
條
之
印
」
の
蔵
書
印
と
嘉
永

七
年
謄
写
奥
書
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
慶
應
本
が
史
料
編
纂
所
本

の
底
本
に
あ
た
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付

け
る
も
の
と
し
て
、
本
巻
子
に
は
「
所
三
男
書
簡
」
が
附
属
し
て

い
る
。
こ
の
書
簡
は
所
か
ら
野
村
へ
本
巻
子
を
寄
贈
し
た
際
に
副

え
ら
れ
た
書
簡
で
あ
り
（
後
掲
）、
消
印
は
昭
和
二
十
六
年
二
月

二
十
一
日
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
編
纂
所
に
て
影
写
を
終

え
た
四
ヶ
月
後
に
、
所
か
ら
野
村
へ
本
巻
子
の
寄
贈
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
柳
原
家
本
は
慶
應
本
の
底
本
に
あ
た
り
、
慶
應
本

は
史
料
編
纂
所
本
の
底
本
に
あ
た
る
こ
と
が
ま
ず
は
確
認
で
き
た
。

二　

諸
本
の
作
成
・
伝
来
過
程

前
節
で
は
簡
単
で
は
あ
る
が
、
慶
應
本
・
柳
原
家
本
・
史
料
編

纂
所
本
の
三
者
の
関
係
を
解
説
し
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の

関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
諸
本
の
作
成
・
伝
来
過
程
に
つ
い
て
よ
り

詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
行
論
の
都
合
上
、
時
系
列
順
に

永
久
元
年
衙
寮
牒
発
給
↓
建
保
五
年
書
写
↓
明
和
九
年
修
理
↓
嘉

永
七
年
謄
写
と
い
う
流
れ
で
解
説
す
る
。

1　

永
久
元
年
衙
寮
牒
発
給
・
建
保
五
年
書
写

外
題
に
「
山
城
國
陵
田
坪
付
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
巻
子
の
中

（
五
〇
七
）　



五
〇
八

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

核
を
な
す
の
が
、
陵
戸
田
の
坪
付
を
記
載
し
た
永
久
元
年
十
二
月

日
付
の
衙
寮
牒
で
あ
る
。
同
年
七
月
十
三
日
の
宣
下
に
基
づ
き
、

従
来
通
り
山
城
国
内
の
陵
戸
田
を
「
衙（

マ
マ
）寮
」
の
不
輸
地
と
し
て
免

除
す
る
よ
う
山
城
国
司
に
申
請
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
違
和
感
の
あ
る
牒
の
差
出
書
「
衙
寮
」
で
あ
る
が
、

慶
應
本
の
底
本
で
あ
る
柳
原
家
本
に
お
い
て
も
楷
書
で
「
衙
寮
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
翻
刻

せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
見
慣
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。
し
か
も
、
柳

原
家
本
衙
寮
牒
の
差
出
書
・
宛
所
等
が
載
る
一
紙
目
が
、
二
紙
目

以
降
に
比
し
て
新
し
い
料
紙
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
お
そ

ら
く
一
紙
目
は
、
近
世
の
修
理
に
伴
う
料
紙
の
差
替
え
が
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
際
に
誤
写
等
の
錯
誤
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
高

い）
4
（

。こ
の
よ
う
に
、
こ
の
牒
の
差
出
書
に
は
検
討
を
要
す
る
部
分
が

あ
る
が
、
陵
戸
田
を
管
理
・
経
営
す
る
官
司
が
こ
の
牒
を
発
給
し

た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
「
衙
寮
」
＝
諸
陵
寮

と
推
定
し
、
以
下
衙
寮
牒
を
諸
陵
寮
牒
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

な
お
右
の
推
定
は
、
牒
の
後
に
続
く
建
保
五
年
書
写
奥
書
か
ら

も
間
接
的
に
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
奥
書
に
は
「
建
保

五
年
六
月
三
日
任
永
久
之
帳
面
寫
書
之
、
清
書
之
一
本
者
進
國
司
、

草
案
之
一
本
為
子
孫
留
之
畢
、
陰
陽
博
士
賀
茂
在
忠
（
花
押

影
）」
と
あ
り
、
建
保
五
年
に
賀
茂
在
忠
は
、
山
城
国
司
に
提
出

す
る
た
め
の
清
書
本
と
、
子
孫
に
残
す
た
め
の
草
案
本
を
作
成
し

て
い
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
諸
陵
寮
牒
の
書
写
に

際
し
て
、
何
故
陰
陽
博
士
賀
茂
在
忠
が
関
与
し
て
い
る
の
か
、
そ

し
て
草
案
を
何
故
子
孫
の
た
め
に
残
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

平
安
時
代
以
降
の
公
家
社
会
で
は
、
特
定
の
氏
族
が
特
殊
技
能

を
家
職
・
家
業
と
し
て
、
そ
れ
に
関
連
す
る
官
司
を
支
配
し
、
そ

の
上
首
に
あ
た
る
官
職
を
世
襲
し
た
。
こ
れ
を
官
司
請
負
制
と
呼

ぶ
。
賀
茂
氏
は
安
倍
氏
と
並
ん
で
陰
陽
頭
を
世
襲
し
た
家
と
し
て

有
名
で
あ
る
が
、
実
は
諸
陵
頭
も
世
襲
し
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い）

5
（

。
平
安
時
代
に
令
制
の
弛
緩
と
陵
墓
を
嫌
忌
す

る
習
慣
か
ら
、
当
寮
は
禁
忌
の
官
と
さ
れ
、
南
北
朝
期
の
公
卿
北

畠
親
房
が
著
し
た
『
職
原
抄
』
に
「
寮
頭
之
外
、
強
不
任
」
と
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
諸
陵
頭
に
は
「
近
代
賀
家
陰
陽
師
五
位
已
上
任

之
」
と
し
、
賀
茂
氏
は
平
安
末
期
か
ら
南
北
朝
期
ま
で
諸
陵
頭
を

概
ね
世
襲
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
室
町
期
以
降
は
未
詳
）。
ち
な

み
に
、
賀
茂
在
忠
は
賀
茂
氏
の
中
で
諸
陵
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
初
見

の
人
物
で
あ
り
、
在
忠
は
将
来
諸
陵
頭
を
世
襲
し
て
い
く
で
あ
ろ

う
子
孫
の
た
め
に
草
案
本
を
残
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
状
況
も
併
せ
て
鑑
み
る
に
、
や
は
り
衙
寮
牒
は
諸
陵

寮
牒
と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い
と
い
え
る）

6
（

。
（
五
〇
八
）　
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こ
の
よ
う
に
、
賀
茂
在
忠
の
手
に
よ
っ
て
建
保
五
年
に
清
書
本

と
草
案
本
が
作
成
さ
れ
た
が
、
山
城
国
司
に
提
出
さ
れ
た
清
書
本

は
国
司
制
度
衰
退
の
流
れ
の
中
で
紛
失
・
消
失
し
、
子
孫
の
た
め

に
残
さ
れ
た
草
案
本
が
賀
茂
氏
の
下
で
長
く
保
管
さ
れ
続
け
た
と

考
え
ら
れ
る
。
南
北
朝
期
ま
で
諸
陵
頭
に
任
ぜ
ら
れ
る
賀
茂
氏
が

確
認
で
き
る
の
で
、
草
案
本
は
少
な
く
と
も
南
北
朝
期
頃
ま
で
は

賀
茂
氏
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

2　

明
和
九
年
修
理

こ
の
よ
う
に
、
長
年
に
亘
っ
て
賀
茂
氏
の
下
で
保
管
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
草
案
本
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
明
和
九
年
に
な
っ
て

修
復
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
巻
首
に
見
ら
れ
る
明
和
九
年
三

月
十
八
日
付
の
修
理
序
文
に
よ
る
と
、
こ
の
修
理
の
責
任
者
と
し

て
「
八
座
左
大
丞
」
な
る
人
物
が
署
判
を
加
え
て
い
る
。
八
座
と

は
参
議
の
別
称
、
左
大
丞
は
左
大
弁
の
唐
名
で
あ
り
、
明
和
九
年

に
参
議
と
左
大
弁
を
兼
任
し
た
公
卿
は
柳
原
紀
光
（
一
七
四
六
〜

一
八
〇
〇
）
の
た
だ
一
人
で
あ
る
。
紀
光
を
は
じ
め
そ
の
子
孫
で

あ
る
均
光
・
隆
光
・
光
愛
は
史
書
編
纂
の
た
め
に
多
大
な
労
力
を

費
や
し
て
史
料
蒐
集
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、「
柳
原

家
記
録
」
は
そ
の
史
料
・
典
籍
群
の
総
称
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は

こ
の
集
積
過
程
で
紀
光
が
草
案
本
を
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本

来
賀
茂
氏
に
伝
来
す
べ
き
草
案
本
が
柳
原
家
に
引
き
継
が
れ
、
そ

の
後
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
所
以
は
こ
こ
に

あ
る
。

3　

嘉
永
七
年
謄
写
と
そ
の
後

さ
て
、
明
和
九
年
に
柳
原
紀
光
の
手
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
た
草

案
本
（
柳
原
家
本
）
は
、
嘉
永
七
年
に
謄
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
謄
写
本
が
現
在
の
慶
應
本
で
あ
る
。
嘉
永
七
年
十
月
日
付
の

謄
写
奥
書
に
よ
る
と
、
権
大
納
言
某
が
「
或
家
秘
蔵
之
右
巻
」
を

も
っ
て
賀
茂
恭
保
に
謄
写
さ
せ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
或
家

秘
蔵
之
右
巻
」
が
柳
原
家
に
所
蔵
さ
れ
た
草
案
本
を
指
す
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
嘉
永
七
年
十
月
に
権
大
納
言
で
あ
っ

た
公
卿
は
、
広
橋
基
豊
・
三
条
実
万
・
久
我
建
通
・
一
条
忠
香
・

二
条
斉
敬
・
九
条
幸
経
・
徳
大
寺
公
純
・
中
山
忠
能
・
近
衛
忠

房
・
大
炊
御
門
家
信
の
十
名
で
あ
る
が
（『
公
卿
補
任
』）、
慶
應

本
の
巻
首
に
は
「
三
條
之
印
」
の
蔵
書
印
が
押
印
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
権
大
納
言
某
の
花
押
は
「
実
萬
」
と
い
う
二
字
を
も
と
に
し

て
い
る
と
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
署
判
者
は
三
条

実
万
と
比
定
し
て
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。

そ
の
後
、
嘉
永
七
年
に
謄
写
さ
れ
た
本
巻
子
が
ど
の
よ
う
な
伝

来
過
程
を
経
た
か
は
、
第
一
節
で
少
し
触
れ
た
「
所
三
男
書
簡
」

（
五
〇
九
）　
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者
」
が
序
を
附
し
て
ゐ
る
。

当
書
簡
は
先
述
の
通
り
、
所
が
野
村
に
本
巻
子
を
寄
贈
し
た
際

に
副
え
た
書
状
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
別
紙
は
そ
れ
に
同
封
さ
れ

た
本
巻
子
の
解
題
で
あ
る
。
当
書
簡
の
存
在
に
つ
い
て
は
古
川
元

也
が
既
に
指
摘
し
て
お
り）

7
（

、
嘉
永
七
年
謄
写
↓
三
条
家
↓
久
邇
家

↓
宝
月
圭
吾
電
覧
↓
所
三
男
↓
野
村
兼
太
郞
↓
慶
應
義
塾
大
学
と

い
う
順
で
、
本
巻
子
の
所
蔵
先
が
転
々
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

た
だ
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
点
を
補
足
し
て
お
く
と
、「
久

邇
家
↓
宝
月
圭
吾
電
覧
」
の
間
に
所
三
男
を
挿
入
し
て
お
い
た
方

が
よ
り
正
確
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
川
が
い
う
宝
月
圭
吾
電
覧
は

昭
和
二
十
五
年
十
月
に
行
わ
れ
た
史
料
編
纂
所
の
影
写
の
こ
と
で

あ
り
、
影
写
の
後
に
同
所
古
文
書
部
長
で
あ
っ
た
宝
月
か
ら
所
へ

本
巻
子
の
「
御
持
参
返
却
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
返
却
を
受
け
た
所
が
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
に
当
書

簡
を
副
え
て
野
村
に
本
巻
子
を
寄
贈
し
た
こ
と
は
第
一
節
で
既
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

以
上
、「
山
城
国
陵
田
坪
付
」
に
関
す
る
諸
本
の
作
成
・
伝
来

過
程
を
時
系
列
に
即
し
て
追
っ
て
き
た
。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
と

次
頁
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
嘉
永
七
年
以
後
の
本
巻
子

の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
は
、「
所
三
男
書
簡
」
な
く
し
て
全
容
の

（
五
一
〇
）　

に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
所
三
男
書
簡
】（
」
は
改
行
）

謹
上
過
日
申
上
候
建（

一
二
一
七
）
保
五
年
山
城
国
」
陵
田
坪
付
写
一
巻
、

本
日
宝
月
氏
御
持
参
」
返
却
有
之
候
に
付
、
別
便
に
托
し
て

御
贈
呈
」
申
上
候
間
御
笑
納
賜
度
候
、

右
ハ
嘉
永
の
写
し
に
候
も
、
原
本
は
既
に
所
在
」
を
喪
ひ
け

る
も
の
ゝ
如
く
、
勿
論
大
日
本
史
料
」
同
古
文
書
等
に
も
所

収
無
之
、
而
し
て
三
条
家
」
の
蔵
印
を
有
す
る
現
品
が
久
邇

家
の
有
に
皈
」
せ
る
由
来
・
年
月
等
は
不
分
明
に
候
も
旧
臘

中
」
同
家
よ
り
お
道
具
類
と
共
に
お
拂
下
げ
被
成
」
候
中
の

一
品
な
る
こ
と
を
附
言
致
度
幸
ひ
」
今
後
の
御
研
究
の
御
役

に
も
立
ち
候
ハ
ゞ
光
栄
」
此
上
な
く
奉
存
候 

草
々
敬
具

　
　
　

二
月
廿
一
日　
　
　
　
　

所
三
男　
拝

野
村
先
生　
玉
几
下

（
別
紙
）

右
写
本
建（

一
二
一
七
）
保
五
年
国
司
注
進
と
あ
る
も
、
事
実
は
永（
一
一
一
三
）
久
元
年

の
も
の
を
」
建
保
五
年
に
陰
陽
博
士
賀
茂
在
忠
が
写
し
、
一

本
を
国
司
に
送
り
」
草
案
一
本
を
子
孫
に
遺
し
た
も
の
、
そ

の
草
案
の
分
を
嘉
永
七
年
十
月
」
權
大
納
言
が
賀
茂
恭
保
縣

主
を
し
て
謄
写
せ
し
め
た
も
の
が
本
書
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
原
本
に
は
明
和
九
年
二
月
十
八
日
八
座
左
大
丞
と
い
ふ



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
一
一

把
握
は
極
め
て
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
当
書
簡
の

史
料
的
価
値
の
高
さ
が
知
れ
る
。
ま
た
、
慶
應
本
は
全
く
の
新
出

史
料
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
柳
原
家
本
と
史
料
編
纂
所
本
の
間

を
繋
ぐ
史
料
が
、
半
世
紀
ぶ
り
に
再
び
世
の
明
る
み
に
出
た
意
義

は
大
き
い
。

【
作
成
・
伝
来
過
程
図
】

永
久
元
年
諸
陵
寮
牒
作
成

建
保
五
年
賀
茂
在
忠
書
写　
　

山
城
国
司
（
清
書
本
）
↓
×

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賀
茂
氏
（
草
案
本
）

明
和
九
年
柳
原
紀
光
修
理　
　

  
宮
内
庁
書
陵
部
（
柳
原
家
本
＝

草
案
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
永
七
年
三
条
実
万
謄
写

久
邇
家
↓
所　
　
　

  

昭
和
二
十
六
年
野
村
寄
贈
↓
古
文
書
室

（
慶
應
本
＝
三
条
家
旧
蔵
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
五
年
影
写
（
史
料
編
纂
所
本
）

三　

そ
の
他
文
書
群

そ
れ
で
は
最
後
に
、
嘉
永
七
年
謄
写
奥
書
の
後
に
続
く
そ
の
他

文
書
群
に
つ
い
て
解
説
し
た
い
。
前
述
の
通
り
、
こ
れ
ら
は
柳
原

家
本
の
紙
背
文
書
を
謄
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
慶
應
本
の
翻
刻
・

解
説
に
際
し
て
は
一
次
史
料
で
あ
る
柳
原
家
本
を
参
考
に
す
る
必

要
が
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
柳
原
家
本
は
裏
打
ち
が
施
さ
れ
て
お
り
、
校

訂
・
解
説
に
心
許
な
い
部
分
が
少
な
く
な
い
。
加
え
て
、
お
そ
ら

く
は
嘉
永
七
年
謄
写
の
段
階
で
既
に
裏
打
ち
が
施
さ
れ
て
い
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
慶
應
本
の
判
読
困
難
な
箇
所
に
限
っ
て
柳
原
家
本

に
お
い
て
も
裏
打
ち
で
文
字
が
不
鮮
明
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
窮
余
の
一
策
と
し
て
、
そ
の
他
文
書
群
す
べ
て
を
事
細
か

く
紹
介
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
全
体
的
な
特
徴
を
簡
単
に
解
説
す
る

こ
と
で
ご
容
赦
を
乞
う
し
か
な
い
。

ま
ず
そ
の
他
文
書
群
の
全
体
構
成
で
あ
る
が
、
①
大
蔵
権
大
輔

基
兼
カ
奉
書
／
②
前
筑
後
守
某
奉
書
／
③
某
書
状
／
④
賀
茂
某
礼

紙
書
土
代
／
⑤
某
状
／
⑥
某
書
状
／
⑦
木
工
頭
平
為
業
カ
書
状
／

⑧
左
少
史
中
原
某
奉
書
／
⑨
参
議
藤
原
定
能
カ
書
状
／
⑩
諸
陵
頭

賀
茂
在
忠
下
文
／
⑪
某
書
状
／
⑫
神
祇
権
大
輔
某
書
状
／
⑬
某
覚

書
の
十
三
点
の
文
書
か
ら
な
る
。
柳
原
家
本
は
建
保
五
年
に
在
忠

が
書
写
し
た
草
案
本
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
紙
背
文
書
は
そ
れ

以
前
の
平
安
後
期
〜
鎌
倉
初
期
の
文
書
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る）

8
（

。

ま
た
そ
の
大
部
分
は
賀
茂
氏
に
宛
て
た
書
状
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
④
賀
茂
某
礼
紙
書
土
代
や
⑩
諸
陵
頭
賀
茂
在
忠
下
文
も
含
め
て

基
本
的
に
は
賀
茂
氏
関
係
文
書
で
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

（
五
一
一
）　
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在
忠
が
草
案
本
を
作
成
す
る
に
際
し
て
、
邸
宅
に
蓄
積
さ
れ
て
い

た
不
要
紙
を
反
古
紙
と
し
て
再
利
用
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
文
書
群
の
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

陰
陽
寮
関
係
文
書
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
仏
名
会
（
②
）、
元

服
（
③
）、
新
調
車
（
⑦
）、
軒
廊
御
卜
（
⑧
）、
拝
賀
・
直
衣
着

始
（
⑨
）
と
い
っ
た
日
時
勘
申
に
関
す
る
依
頼
状
が
最
も
多
く
、

そ
の
他
、
御
井
点
定
（
①
）
や
泰
山
府
君
祭
に
関
す
る
撫
物
の
貸

借
（
⑫
）
な
ど
、
陰
陽
師
と
し
て
の
多
様
な
活
動
実
態
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
諸
陵
寮
関
係
文
書
と
し
て
一
点
だ
け
治
承
三
年
二
月
二

日
付
の
⑩
諸
陵
頭
賀
茂
在
忠
下
文
が
存
す
る
。
こ
の
文
書
は
『
平

安
遺
文
』
に
補
一
二
八
号
文
書
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
山
城

国
に
所
在
し
た
中
尾
陵
戸
田
の
進
止
権
を
常
陸
殿
御
局
に
預
け
る

旨
を
当
陵
戸
田
の
下
司
と
田
堵
に
下
知
し
て
お
り
、
陵
戸
田
の
経

営
実
態
が
ほ
ぼ
不
明
に
等
し
い
中
で
、
下
司
・
田
堵
に
よ
る
陵
戸

田
経
営
へ
の
関
与
を
知
る
貴
重
な
文
書
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、

中
世
の
当
事
者
主
義
か
ら
い
え
ば
、
当
文
書
は
本
来
、
常
陸
殿
御

局
に
残
る
べ
き
で
あ
る
が
、
賀
茂
氏
の
手
元
に
残
る
こ
と
と
な
っ

た
。
常
陸
殿
御
局
が
如
何
な
る
女
性
か
、
ま
た
当
文
書
が
そ
も
そ

も
正
文
と
考
え
て
い
い
の
か
等
、
幾
つ
か
検
討
課
題
が
残
る
が
、

建
保
五
年
段
階
で
当
文
書
が
不
要
文
書
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
文
書
群
に
記
さ
れ
た
袖
書
に
も
注
目
し
て
み

た
い
。
一
例
と
し
て
⑦
木
工
頭
平
為
業
カ
書
状
を
見
て
み
よ
う
。

当
文
書
は
木
工
頭
某
が
新
調
す
る
引
車
の
塗
始
日
・
乗
車
日
に
つ

い
て
、
そ
の
日
時
勘
申
を
賀
茂
頭
某
に
依
頼
し
た
書
状
で
あ
る
。

文
書
の
袖
に
こ
の
依
頼
に
対
す
る
勘
申
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、

塗
始
日
を
「
十
一
月
十
日
丙
亥
」、
乗
始
日
を
「
十
二
月
十
三
日

壬
寅
」
と
す
る
。
な
お
、
慶
應
本
の
塗
始
日
「
十
一
月
十
日
丙

亥
」
に
は
謄
写
の
誤
り
が
あ
り
、
柳
原
家
本
に
よ
る
と
正
し
く
は

「
十
一
月
七
日
丙
寅
」
で
あ
る
。「
十
一
月
七
日
丙
寅
」「
十
二
月

十
三
日
壬
寅
」
に
該
当
す
る
年
号
は
平
安
後
期
〜
鎌
倉
初
期
の
中

で
治
承
二
年
の
み
で
あ
り
、
当
書
状
の
発
給
者
は
平
為
業
（『
山

槐
記
』
治
承
二
年
十
月
十
日
条
）、
宛
所
は
賀
茂
在
忠
の
父
在
憲

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
在
憲
は
何
故
こ
の
袖
書
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

勘
返
状
と
同
じ
要
領
で
為
業
へ
の
返
答
を
目
的
と
し
た
も
の
な
ら

ば
、
当
書
状
が
賀
茂
氏
の
手
元
に
残
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
袖
書
は
在
忠
が
備
忘
の
控
え
と
し
て
メ
モ
し

て
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
為
業
に
は
別
途
勘
文
を
作
成
し
て
、
そ

れ
を
遣
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
袖
書
は
、
①
大
蔵
権

大
輔
某
奉
書）
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、
③
某
書
状
、
⑧
左
少
史
中
原
某
奉
書
に
も
見
ら
れ
、

（
五
一
二
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
一
三

賀
茂
氏
で
は
勘
申
内
容
を
依
頼
状
に
記
録
す
る
作
法
が
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
古
文
書
室
所
蔵
の
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」
に
つ
い
て
解

説
を
し
て
き
た
が
、
む
す
び
に
か
え
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る

「
山
城
国
陵
田
坪
付
」
の
二
次
利
用
に
つ
い
て
も
補
説
し
、
本
稿

を
閉
じ
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
坪
付
に
記
載
さ
れ
た
膨
大
な
陵
戸
田
が
、
古
代
・

中
世
前
期
に
お
い
て
天
皇
陵
の
維
持
や
守
衛
、
さ
ら
に
は
諸
陵
寮

を
支
え
る
貴
重
な
財
源
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
膨
大
で
か
つ
散
在
し
た
陵
戸
田
は
、
諸
陵
寮

に
と
っ
て
は
経
営
し
難
く
、
逆
に
権
門
に
と
っ
て
は
格
好
の
押
領

対
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
諸
陵
寮
牒
で
も
訴
え
て
い
る
通
り

で
あ
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
多
く
は
徐
々
に
経
営
実

態
を
失
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
賀
茂
氏
が
こ

の
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」
を
活
用
す
る
機
会
も
減
り
、
賀
茂
氏
に

よ
る
陵
戸
田
の
把
握
資
料
と
し
て
の
役
割
は
中
世
後
期
に
は
ほ
ぼ

終
え
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
っ
て
尊
王
論
の
高
ま
り
か
ら

「
山
城
国
陵
田
坪
付
」
は
再
び
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
例

え
ば
、
江
戸
時
代
の
元
禄
・
万
治
・
延
宝
・
享
保
・
文
久
な
ど
の

各
時
期
に
、
天
皇
陵
の
探
索
・
治
定
や
荒
れ
果
て
た
陵
の
修
繕
事

業
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
幕
末
の
「
文
久
の
修

陵
」
で
問
題
と
な
っ
た
神
武
天
皇
陵
論
争
に
お
い
て
、
孝
明
天
皇

が
柳
原
家
本
を
披
見
し
た
こ
と
は
武
田
秀
章
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る）
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。『
延
喜
式
』
に
は
天
皇
陵
・
墓
の
一
覧
が
載
る
も
、
陵

戸
田
の
坪
付
も
載
る
史
料
は
当
文
書
以
外
に
は
現
存
し
な
い
か
ら
、

修
理
序
文
に
お
い
て
「
頗
以
珍
重
、
無
比
類
物
也
」、
⑬
某
覚
書

に
お
い
て
「
可
秘
蔵
也
」
と
言
わ
し
め
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
踏
み
込
ん
で
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
嘉
永
七
年
に
現
在
の
慶
應
本
が
作
成
さ
れ
た
の
も
、

あ
る
い
は
こ
う
い
っ
た
幕
末
の
政
治
社
会
動
向
が
密
接
に
関
係
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

註（1
）　

古
文
書
室
所
蔵
の
古
代
・
中
世
文
書
の
一
覧
は
、
中
島
圭
一

「
古
文
書
室
所
蔵
の
園
城
寺
文
書
と
東
大
寺
文
書
」（『
史
学
』
第
八

一
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
を
参
照
。

（
2
）　

函
号
、
柳-

一
二
九
五
。

（
3
）　

架
番
号
、
三
〇
七
一
．
三
六-

一
六
〇-

五
。
現
在
は
「
松
丸

憲
正
氏
所
蔵
文
書
」
な
ど
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。

（
五
一
三
）　



五
一
四

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

（
4
）　

慶
應
本
も
そ
の
点
を
意
識
し
て
謄
写
し
て
お
り
、
第
一
紙
目
だ

け
欠
損
箇
所
の
謄
写
が
な
く
文
字
が
大
き
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
。

（
5
）　

賀
茂
氏
が
世
襲
し
た
官
司
に
つ
い
て
は
、
赤
澤
春
彦
「
鎌
倉
期

の
朝
廷
と
陰
陽
師
」（
同
『
鎌
倉
期
官
人
陰
陽
師
の
研
究
』、
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
6
）　
「
柳
原
家
記
録
一
五
九
」
の
う
ち
、
永
久
元
年
衙
寮
牒
と
建
保

五
年
書
写
奥
書
が
『
平
安
遺
文
』
一
八
〇
一
号
と
し
て
採
録
さ
れ

て
い
る
。
当
刊
本
に
よ
る
と
「
玄
蕃
寮
牒
案
」
と
い
う
文
書
名
が

付
さ
れ
て
い
る
が
、
玄
蕃
寮
は
僧
尼
の
名
籍
の
管
理
、
仏
事
法
会

の
監
督
、
外
国
使
節
の
送
迎
・
接
待
等
を
主
要
な
業
務
と
す
る
官

司
で
あ
る
の
で
、
陵
戸
田
の
経
営
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。

（
7
）　
「
流
転
す
る
中
世
文
書
へ
の
視
角
│
園
城
寺
文
書
・
東
大
寺
文

書
の
事
例
│
」（
前
掲
註
〈
1
〉
雑
誌
所
収
）。

（
8
）　

⑬
某
覚
書
は
、
柳
原
家
本
諸
陵
寮
牒
の
第
一
紙
の
紙
背
に
見
ら

れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
紙
目
は
近
世
頃
に
料
紙
の
差
替
え

が
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
⑬
だ
け
は
例
外
的
に
平
安

末
期
〜
鎌
倉
初
期
の
も
の
で
は
な
い
。

（
9
）　

典
拠
は
「
所
三
男
氏
所
蔵
文
書
」。
つ
ま
り
史
料
編
纂
所
本
を

も
と
に
採
録
さ
れ
た
。

（
10
）　

詳
し
く
は
読
め
な
い
が
、
袖
書
一
文
は
勘
申
内
容
の
メ
モ
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、「
正
月
八
日
陰
陽
頭
賀
茂
在
忠
」
は
追
記
か
。
不

詳
の
前
文
に
比
し
て
明
ら
か
に
字
が
大
き
い
。

（
11
）　

武
田
秀
章
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』（
大
明
堂
、
一
九
九

六
年
）。

【
凡
例
】

・
朱
筆
の
字
句
は
『　

』
で
表
し
た
。
た
だ
し
第
2
紙
（
諸
陵
寮

牒
の
第
一
紙
）
を
除
く
す
べ
て
の
陵
戸
田
の
ま
と
ま
り
と
坪
番

に
付
さ
れ
た
朱
筆
の
合
点
は
省
略
し
た
。

・
坪
付
の
三
段
目
の
記
載
が
当
該
行
に
収
ま
ら
な
い
場
合
、
次
行

の
最
下
段
に
掲
げ
た
。

・
人
名
や
語
句
に
関
す
る
注
記
は
（　

）
を
用
い
て
傍
注
を
付
し

た
。
ま
た
考
察
を
要
す
る
も
の
は
※
を
付
し
、
文
末
註
を
設
け

た
。

・
柳
原
家
本
と
の
間
に
字
句
異
同
が
あ
る
場
合
、
柳
原
家
本
の
字

句
を
〔　

〕
に
「
イ
」
の
記
号
を
付
し
て
校
訂
し
た
。

・
各
紙
の
法
量
は
（
第
○
紙　

縦cm

×
横cm

）
で
表
し
た
。

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秘
々

「
第
五
拾
壹
函
」

山
城
國
陵
田
坪
付
建
保
五
年

國
司
注
進　
　
　
　
　
　
　

」

…
（
第
1
紙　

31.5

×31.8

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
圖
書
館

（
蔵
書
印
）

（
外
題
）

（
貼
紙
）

（
五
一
四
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
一
五

　
　
　
　
　

三
條

之
印

（
蔵
書
印
）

山
城
國
陵
田
坪
付
建
保
五
年
國
司
注
進
分
、

反
古
裏
、
筆
者
賀
茂
在
忠

右
一
巻
今
度
更
加
修
復
了
、
頗
以
珍
重
、
無
比

類
物
也
、
又
裏
消
息
筆
者
、
不
見
之
分
除
之
、

　
　
　
　
　

神
祇
權
大
副
兼
□　

諸
陵
頭
賀
茂
朝
臣

参
議
定
能　
　
　
　

左
少
史
中
原
國

木
工
頭　
　
　
　
　

頭
□

兼
給
丶　
　
　
　
　

前
筑
後
守
為
親

大
蔵
権
大
輔
基　
　

陰
陽
頭
賀
茂
在
憲

奥
書
在
忠明

和
九
年
三
月
十
八
日
八
座
左
大
丞
判

…
（
第
2
紙　

44.0

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

衙
寮
牒　

山
城
國
衙

欲
被
早
任
式
條
旨
、
免
陵
戸
田
坪
々
事
、

里
卅
二
坪
一
町　
　
　
　
　

䖝
損
所
々
畧
之

里
十
三
坪
三
反

百
木
里　

坪
二
反

躑
躅
里
八
坪
六
反

都
々
自
原
里
九
坪
三
反
百
八
十

歩

 

十
八
坪
三
反
半 

十
九

〔
覆
イ
〕

（
在
忠
）

（
藤
原
カ
）

（
藤
原
カ
）

（
マ
マ
）（

一
七
七
二
）

（
柳
原
紀
光
）〔
大
丞
紀
□
イ
〕

卅
一
坪
五
反
半 

卅
五
坪
五
反

桒
本
里
二
坪
二
反
百
八
十

歩

 

七
反
小 

七
坪
五
反

…
（
第
3
紙　

44.0

×31.5

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

坪
九
段 

十
四
坪
二
段

高
□
里
九
坪
二
段

竹
原
里
三
坪
一
段
畠 

廿
三
坪
一
段　
　
　
　
　
　
　
　

□
山
里
二
坪
六
段

□
里
廿
三
坪
一
段　
　
　
　

廿
七
坪
四
段　

卅
五
坪

志
保
田
里
八
坪
九
段　
　
　

十
七
坪
四
段

山
口
里
五
坪
一
段　
　
　
　

四
坪
五
段　
　

九
坪
二
百
歩

十
一
坪
二
百
歩　
　

十
七
坪
一
段　

十
四
坪
二
百

卅

草
内
中
嶋
里
十
七
坪
一
段

井
手
里
二
坪
一
段
廿
歩　
　

四
坪
一
段
百
廿
歩　

五
坪

十
八
坪
一
段　
　

十
九
坪
一
段 

廿
九
坪

廿
四
坪
二
段

上
古
川
里
十
八
坪
一
段
百
八
十
歩　

十
坪
一
段　

廿
八
坪
百

坂
戸
里
八
坪
三
段

小
林
里
六
坪
六
段 

廿
三
坪
六
段
二
百
七
十
歩

（
五
一
五
）　



五
一
六

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

粉
本
里
七
坪
三
段
六
十
歩 

十
九
坪
二
段
百
八
十
歩

山
本
里
九
坪
一
段
二
百
廿
歩 

十
七
坪
一
町 

十
九
坪

廿
四
坪
四
段　
　
　

廿
五
坪
三
段
百
八
十
歩　

廿
九
坪

青
陵
里
廿
一
坪
一
段
畠 

廿
二
坪
四
段
百
八
十
歩

荏
村
里
六
坪
二
段　
　
　
　

十
二
坪
三
段
六
十
歩　

十
三
坪

楡
瀬
里
十
五
坪
一
段 

廿
一
坪
一
段
畠 

廿
二
坪

…
（
第
4
紙　

44.4
×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

卅
二
坪
一
段

多
前
陵
戸
田
四
至
餘

井
手
里
一
坪
一
段
卅
歩 
十
三
坪
三
段 

十
四
坪

十
六
坪
三
段 

十
七
坪
百
八
十
歩

青
陵
里
三
坪
三
段 

十
一
坪
四
段

草
内
中
嶋
一
里
卅
五
坪
二
段

池
尻
里
卅
三
坪
一
段
百
八
十
歩

赤
穂
里
三
坪
一
段
九
十
歩 

十
四
坪
二
段

坂
戸
里
廿
八
坪
四
段　
　

五
坪
三
段

神
田
里
八
坪
四
段　
　
　

十
六
坪
三
段
六
十
歩　

廿
三

山
本
里
七
坪
四
段　
　
　

卅
二
坪
五
段

山
口
里
八
坪
一
段
三
百
歩　

十
七
坪
百
八
十
歩

下
古
川
里
十
三
坪
一
段

上
古
川
里
十
坪
百
八
十
歩 

卅
坪
二
段

髙
緑
里
一
坪
一
段　
　
　

十
三
坪
百
六
十
歩

荏
村
里
一
坪
一
段　
　
　

十
二
坪
二
段
加
作
一
段

柒
原
里
十
三
坪
二
段

貢
尺
里
十
三
坪
四
段　
　

廿
三
坪
四
段　

卅
六
坪
一
段
百

内
戸
田
里
卅
一
坪
六
段

荒
木
里
十
八
坪
二
段

神
田
里
十
六
坪
三
段
六
十
歩 

廿
三
坪
三
段
六
十
歩

志
万
下
村
藍
原
里
七
坪
三
段
北

草
内
中
村
里
卅
四
坪
一
段
二
百
歩　

卅
五
坪
二
段

…
（
第
5
紙　

44.1

×31.8

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

埴
見
里
十
二
坪
七
段

河
西
山
本
里
七
坪
四
段

古
川
里
廿
七
坪
二
百
歩

片
后
問
里
三
坪
三
段　
　

十
四
坪
三
段 

廿
一
坪
四
段

廿
五
坪
五
段

杭
原
里
卅
四
坪
三
段

川
合
里
四
坪
一
段
三
百
歩

門
戸
里
五
坪
一
町　
　
　

十
八
坪
三
段 

卅
二
坪
三
段

神
村
里
八
坪
三
段　
　
　

九
坪
四
段
百
八
十
歩　

十
六
坪
三
段

塩
見
里
九
坪
一
町

藍
原
里
七
坪
一
町

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

（
五
一
六
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
一
七

市
邊
陵
戸
田
四
至
餘
、
綴
喜
郡
宇
治
郡

神
田
里
九
坪
一
町　
　
　

八
坪
四
段

下
川
造
里
五
坪
五
段

小
林
里
六
坪
六
段　
　

十
八
坪
三
段
百
歩　

廿
坪
二
段
百
廿
歩

廿
二
坪
六
段
二
百
七
十
歩　

廿
二
坪
六
段
二
百
七
十
歩

山
本
里
九
坪
一
段
二
百
廿
歩 

十
三
坪
四
段
百
八
十
歩

 

十
七
坪
一
町

十
九
坪
五
段
十
四
坪
四
段
百
八
十
歩
廿
四
坪
四
段
六
十
歩

廿
五
坪
三
段
百
八
十
歩　

廿
九
坪
五
段　
　
　

卅
二
坪
五
段

坂
戸
里
卅
六
坪
二
段
二
百
卌
歩　

八
坪
三
段　
　

廿
八
坪
四
段

青
陵
里
廿
二
坪
四
段
百
六
十
歩

神
村
里
卅
三
坪
二
段
二
百
歩

玉
井
里
五
坪
二
段　
　
　

廿
五
坪
二
段
百
廿
歩

埴
見
里
九
坪
一
町　
　
　

十
二
坪
六
段

…
（
第
6
紙　

44.3

×31.6

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

川
合
里
四
坪
一
段
三
百
歩

山
口
里
四
坪
二
百
歩　
　

五
坪
一
段 

六
坪
三
段

七
坪
一
段
百
八
十
歩　
　

八
坪
三
段 

九
坪
三
段
小

十
一
坪
二
段　

十
二
坪
一
段
百
八
十
歩

 

十
四
坪
二
段
百
八
十
歩

十
五
坪
四
段　
　
　
　

十
七
坪
百
八
十
歩　

卅
坪
一
段

『
ツ
ツ
キ
』

々

々

々

々

々

々

々

々

々

々

髙
緑
里
一
坪
一
段　
　
　

四
坪
一
段
二
百
歩　

八
坪
一
段

十
二
坪
百
廿
歩

楡
瀬
里
九
坪
一
段
百
八
十
歩 

十
五
坪
一
段 

廿
一
坪
一
段

卅
二
坪
三
段
百
五
十 

卅
六
坪
二
段
畠

荏
村
里
十
三
坪
一
段
二
百
歩
十
四
坪
一
段
卅
六
坪
百
八
十
歩

上
古
川
里
十
坪
百
八
十
歩　

卅
坪
二
段

下
古
川
里
二
坪
一
段
南
邊　

十
三
坪
一
段 

廿
六
坪
二
段

廿
七
坪
百
八
十
歩 

卅
五
坪
百
八
十
歩

已
上
一
通
進

松
崎
陵
戸　

愛
宕
郡

下
山
田
里
四
坪
三
段
百
八
十
歩　

廿
坪
三
段 

廿
四
坪
三
段

卅
坪
四
段　
　
　
　
　

卅
四
坪
二
段

土
下
里
二
坪
三
段
四
坪
三
段
百
八
十
歩
五
坪
九
段
百
八
十
歩

十
二
坪
三
段　
　
　

十
三
坪
五
段 

十
五
坪
五
段

十
八
坪
二
段　
　
　

廿
四
坪
二
段　

卅
坪
五
段
百
八
十
歩

廿
坪
三
段　
　
　
　

卅
四
坪
二
段

八
加
里
十
二
坪
三
段　
　

十
三
坪
五
段

美
努
里
廿
四
坪
百
廿

…
（
第
7
紙　

44.1

×31.5

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

求
池
里
二
坪
二
段
百
八
十
歩 

廿
坪
六
段
三
百
歩

木
野
里
九
坪
八
段　
　
　

十
八
坪
三
段 

七
坪
二
段

『
オ
タ
キ
ノ
』

（
五
一
七
）　



五
一
八

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

同
里
鳥
居
廿
二
坪
二
段　

廿
坪
三
段
三
百
歩　

卅
坪
九
段

水
田
里
二
坪
二
段　
　
　

廿
坪
五
段

額
田
里
廿
一
坪
四
段　
　

卅
坪
三
段 

東
外
二
坪
七
段

三
坪
五
段

額
田
西
里
五
坪
三
段　
　

廿
六
坪
三
段

未
刀
前
里
廿
六
坪
一
段

越
女
池
里
三
坪
一
段
三
百
歩 

卅
二
坪
二
段 

卅
坪
二
段

蓼タ
テ

倉
里
十
二
坪
五
段

神
坂
里
卅
五
坪
五
段

下
山
田
一
坪
三
段　
　
　

七
坪
七
段

萩
原
里
十
二
坪
三
段　
　

十
五
坪
一
段 

卅
二
坪
三
百
歩

已
上
一
通

醍
醐
陵
戸
田
四
至
餘
、
宇
治
郡

宇
治
石
川
里
卅
三
坪
二
段

此
条
布
豆
田
里
二
坪
二
段 

三
坪
二
段 

廿
二
坪
三
段

廿
七
坪
四
段　
　
　

廿
八
坪
二
段

梧ウ
ツ
キ本
里
二
坪
三
百
歩　
　

五
坪
三
段 

廿
三
坪
三
段

廿
七
坪
七
段　
　
　

廿
八
坪
四
段 

廿
五
坪
三
段

加
却
布
里
六
坪
二
段　
　

十
八
坪
五
段 

廿
七
坪
一
段

無
𦊆
里
三
坪
二
段　
　
　

四
坪
一
段
百
八
十
歩　

五
坪
四
段

十
坪
三
百
歩　
　
　

十
三
坪
七
段　

十
四
坪
三
段
百
八
十

（
黒
合
点
）

（
朱
筆
合
点
ナ
シ
、
黒
合
点
ア
リ
、
柳
原
家
本
ニ
ハ
両
方
ア
リ
）

（
黒
合
点
）

（
朱
筆
合
点
ナ
シ
、
柳
原
家
本
ニ
ハ
ア
リ
）

（
朱
筆
合
点
ナ
シ
、
柳
原
家
本
ニ
ハ
ア
リ
）

（
朱
筆
合
点
ナ
シ
、
柳
原
家
本
ニ
ハ
ア
リ
）

…
（
第
8
紙　

44.2

×31.6

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十
七
坪
三
段　
　
　

廿
坪
三
段 

廿
四
坪
二
段

廿
六
坪
三
段

上カ
ウ
ツ石
田
里
九
坪
三
段　
　

十
三
坪
百
八
十
歩　

十
四
坪
二
段

十
五
坪
二
百
卌
歩　

廿
二
坪
二
段
二
百
八
十

 

廿
三
坪
二
段
八
十
六
歩

廿
七
坪
六
段
百
五
十

下
石
田
里
卅
二
坪
八
段
百
卌
歩　

廿
三
坪
八
段

 

廿
四
坪
一
段
三
百
歩

卅
六
坪
五
段
卌

已
上
一
通

大
山
小
山
陵
戸
田 

宇
治
郡
小
野
并
南
山
科

五
条
竹
原
田
里
十
四
坪
一
段 

十
五
坪
三
段 

廿
一
坪
一
段

廿
二
坪
五
段
小 

廿
三
坪
一
段 

廿
四
坪
五
段

廿
五
坪
一
段 

廿
六
坪
一
段 

卅
坪
一
段

廿
五
坪
六
段

六
条
竹
原
西
里
廿
一
坪
百
廿 

廿
五
坪
一
段 

廿
六
坪
一
段

石
川
里
一
坪
一
段 

三
坪
二
段　

四
坪
五
段
五
十
歩

九
坪
二
段　

十
坪
三
段
百
八
十　

十
四
坪
四
段
二
百
五
十

十
六
坪
一
段　
　
　

廿
三
坪
二
段
百
八
十　

廿
四
坪
三
段

廿
六
坪
五
段
百
八
十　

廿
七
坪
七
段 

卅
坪
一
段

（
五
一
八
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
一
九

卅
二
坪
一
段　
　
　
　

卅
三
坪
六
段 

卅
六
坪
三
段

石
原
西
里
一
坪
一
段　
　
　

十
四
坪
一
段 

十
九
坪
一
段

廿
坪
三
段　
　
　
　
　

十
一
坪
一
段 

卅
六
坪
一
段

咋
田
里
三
坪
三
段　
　
　
　

四
坪
四
段　

十
三
坪
三
段
二
百
卅

十
四
坪
一
段　
　
　
　

十
九
坪
一
段 

廿
坪
三
段

廿
一
坪
三
段　
　
　
　

廿
四
坪
一
段
百
八
十
歩

…
（
第
9
紙　

44.1
×31.5

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

舩
𦊆
里
五
坪
三
段

市
邊
里
廿
三
坪
二
段

木
幡
堺
里
卅
五
坪
七
段

五
条
陶
田
里
三
坪
三
段　
　

十
九
坪
八
段
百
廿

社
里
七
坪
一
段　
　
　
　

八
坪
四
段　
　

十
六
坪
一
段

十
七
坪
五
段　
　
　
　

廿
坪
五
段
三
百
歩　

廿
五
坪
六
段
西

廿
六
坪
一
町

玉
井
上
里
六
坪
二
段

大
藪
里
九
坪
二
段　
　
　

十
坪
三
段 

十
四
坪
四
段

廿
坪
七
段　
　
　
　
　

卅
四
坪
一
町

宮
浦
西
里
廿
五
坪
二
段

椿
西
里
廿
九
坪
六
段　
　

卅
坪
二
段

上
堤
田
里
廿
坪
一
百
卌
歩　

卅
二
坪
二
段
二
百
歩

宇
木
本
里
卅
三
坪
三
段

〔
二
イ
〕

椿
市
西
里
十
九
坪
五
段

已
上
一
通

中
尾
陵
戸
田　

紀
伊
郡　

愛
宕
郡
鳥
部
郷

拝
志
郷

苫
苦
手
里
三
坪
一
段
百
八
十
十
四
坪
一
町
廿
坪
二
段
百
八
十

廿
一
坪
一
町　
　
　

廿
二
坪
百
八
十　

廿
五
坪
百
八
十

穴
田
里
廿
五
坪
一
段
陵
田

須
具
田
里
□
坪
四
段
卌

石
原
郷

角
神
田
里
廿
七
坪
二
段　

卅
六
坪
三
段　

十
五
坪
四
段

跡
田
里
三
坪
百
八
十

…
（
第
10
紙　

44.3

×31.5

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

上
鳥
里
七
坪
三
百
歩　
　

九
坪
三
百
卌　

十
九
坪
五
段

廿
坪
三
段　
　

廿
三
坪
五
段
百
九
十　

廿
七
坪
五
段

十
八
坪
一
町　

廿
二
坪
一
町　
　
　
　

廿
八
坪
一
町

廿
九
坪
一
町

甲
田
十
条
下
石
原
里
十
坪
二
段
二
百
歩　

十
七
坪
一
段

廿
二
坪
六
段　

廿
四
坪
二
段　

廿
九
坪
二
百
歩

川
副
里
一
坪
一
段
卅　

八
坪
三
段
百
八
十　

九
坪
四
段

十
坪
二
段
百
九
十
十
二
坪
六
段
百
八
十
東
一 

十
三
坪
一
段

十
七
坪
二
段
百
八
十
十
九
坪
二
段
百
八
十
廿
六
坪
二
段

『
ヲ
タ
キ
』

（
黒
合
点
）

（
黒
合
点
）

（
黒
合
点
）

（
黒
合
点
）

（
黒
合
点
）

（
五
一
九
）　



五
二
〇

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

廿
七
坪
二
段
百
八
十　

廿
八
坪
八
段　

卅
二
坪
四
段

卅
三
坪
二
段
二
百
卌

十
一
条
上
石
原
里
一
坪
一
段
百
八
十　
　

六
坪
百
廿

十
坪
一
段
二
百
七
十　

十
二
坪
二
段　

卅
三
坪
一
段
卌

十
七
坪
百
卌　
　
　
　

廿
坪
一
段　

廿
九
坪
二
段
百
九
十

卅
坪
三
段　
　
　
　
　

卅
二
坪
二
百
十　

十
三
坪
二
段

下
布
㔟
里
十
三
坪
五
段　

十
四
坪
六
十　

廿
七
坪
五
段

下
石
原
里
十
七
坪
一
段　

廿
二
坪
一
段
百
八
十
廿
九
坪
二
百

飛
鳥
田
里
廿
四
坪
二
段
百
八
十　

廿
六
坪
一
段
卅
歩
陵
田

中
尾
陵
四
至
内 

御
所
内

椎
前
東
里
一
坪
七
段
田
一
段
百
八
十

畠
五
段
百
八
十　

二
坪
八
段
百
廿
田
四
段

畠
四
段　

三
坪

十
坪
三
段
百
廿
畠　

大
外
記
田
三
段
百
八
十　

波
志
寺
田

卅
六
坪
五
段
畠　
　

預
料
田
六
段

菩
提
前
三
段

野
里
一
坪
八
段
畠 

十
二
坪
一
町

白
河
陵
戸
田

…
（
第
11
紙　

44.6

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
副
里
二
坪
二
段
六
十
六
坪
二
段
六
十
十
三
坪
二
段
百
八
十

十
七
坪
二
段
百
八
十　

十
五
坪
七
段　

十
八
坪
二
段
百
八
十

上
鳥
里
卅
二
坪
一
町

萩
原
里
十
二
坪
三
段　
　

十
五
坪
一
段　

卅
二
坪
三
百
卌

（
黒
合
点
）

（
黒
合
点
）

八
条
鳥
部
里
十
二
坪
一
段
百

須
具
田
里
□
坪
五
段

後
深
草
陵
墓
田
四
至
内

十
一
条
上
石
原
里
一
坪
一
段
百
八
十　

十
二
坪
二
段

 

卅
二
坪
二
段

卅
三
坪
一
段
卌

飛
鳥
田
里
三
坪
一
段
十
四
坪
二
段
半
陵
田

上
下

廿
四
坪
二
段
半
陵
田

角
神
里
廿
七
坪
二
段
陵
田　

卅
六
坪
三
段
百
八
十

頽
墓
里　

下
布
㔟
里
四
坪
三
段　

十
三
坪
五
段

 

廿
一
坪
一
段
百
八
十

◦
卅
五
坪
一
段
卌　
　
　

廿
七
坪
五
段

上
佐
比
里
四
坪
一
段
廿　
　

廿
四
坪
一
段
三
百
卌

 

卅
二
坪
一
段
三
百

廿
三
坪
三
段

真
幡
里
三
坪
三
段
一
段
仁
和
寺
十
坪
一
段
十
四
坪
二
段
百
八
十
陵
田

五
坪
四
段
号
中
堂

十
五
坪
四
段
陵
田

十
七
坪
一
段
百
八
十

幢
里
廿
四
坪
一
段
百
八
十

幢
里
三
坪
二
段
六
十
歩　

五
坪
一
段
六
十　

三
坪
三
段
六

卅
六
坪
二
段
陵
田 

七
坪
二
段　
　
　

五
条
佐
比
里
廿
七
坪
一
段
陵
田

十
一
条
社
田
里
四
坪
四
段 

五
坪
一
段
二
百
卌

（
黒
合
点
）

〔
田
脱
カ
〕

（
黒
合
点
）木

々

々

々

々

々

々

々

（
黒
合
点
）

（
五
二
〇
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
二
一

 

六
坪
四
段
三
百
卌

九
坪
一
段　
　
　
　

十
五
坪
五
段

苫
手
里
□
坪
二
段
七
十　

卅
四
坪
二
段
南
邊 

廿
三
坪
四
段

…
（
第
12
紙　

44.2

×31.5

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

已
上
一
通

柏
原
陵
戸
田
四
至
餘
、
紀
伊
郡

飯
食
里
四
坪
五
段
八
十 

五
坪
八
段
重
友
名
八
坪
二
段

九
坪
一
段　
　
　
　
　
　

廿
六
坪
一
段

阿
須
賀
田
里
三
坪
二
段

大
澤
里
四
坪
二
段
百
八
十

菟
瀬
里
三
坪
三
段
百
八
十 

九
坪
一
段　

十
五
坪
五

十
八
坪
二
段　
　
　
　
　

十
九
坪
七
段

廿
三
坪
二
段
　
　
　
　
　
廿
四
坪
一
段

竹
田
里
三
坪
二
段
　
　
　
　
十
二
坪
三
段
　
十
三
坪
二
段

二
坪
三
段　
　
　

廿
四
坪
一
段
六
十　

卅
四
坪
一
段
五
十
九

江
比
田
里
三
段
百
八
十
　
　
七
坪
二
段
　
　
九
坪
三
段

廿
三
坪
四
段　
　
　
　

廿
四
坪
四
段

相
市
里
十
二
坪
百
廿
歩
　
　
廿
坪
一
段
百
八
十

下
鳥
里
一
坪
五
段
　
　
　
　
二
坪
二
段
　
　
十
八
坪
三
段

十
九
坪
二
段　
　
　
　
　

廿
五
坪
二
段　

卅
坪
一
段
三
百
歩

松
本
里
十
一
坪
二
段
　
　
　
廿
七
坪
二
段
　
廿
九
坪
五
段

〔
壱
イ
〕

『
桓
武
天
皇
』

（
黒
合
点
）

々

々

（
黒
合
点
）

卅
二
坪
三
段
卅
七
歩

深
草
里
三
坪
一
町
重
友
名
　
　
四
坪
一
町
　
廿
六
坪
五
段
百
八
十

石
庭
里
三
坪
三
段

所
作
里
十
六
坪
一
段
百
八
十

大
田
里
二
坪
二
段
　
　
　
　
三
坪
五
段
　
五
坪
六
段
三
百
歩

…
（
第
13
紙　

44.2

×31.5

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六
坪
三
百
歩　
　
　
　

七
坪
一
段　
　

八
坪
二
段

十
四
坪
一
町　
　
　
　

十
五
坪
一
町　

十
六
坪
二
段

十
八
坪
三
段　
　
　

廿
四
坪
一
段
二
百
歩　

卅
一
坪
一
段

卅
二
坪
二
段
三
百
歩　

卅
三
坪
一
段
三
百
歩

 

廿
四
坪
一
段
三
百
歩

柿
本
里
六
坪
四
段

櫻
井
里
五
坪
三
段
重
友
名
　
　
七
坪
一
段
百
卌
歩

�

卅
二
坪
四
段
三
百
卌

後
田
邑
陵
戸
田
四
至
餘
、
相
楽
郡
綺
郷

緸
郷
綺
九
坪
八
段
百
八
十
歩 

三
坪
六
段
百
八
十　

十
坪
五
段

十
一
坪
五
段　
　
　

十
二
坪
三
段　

十
三
坪
三
段
百
八
十
歩

十
四
坪
四
段　
　
　

十
五
坪
八
段　

十
六
坪
三
段

廿
坪
四
段　
　
　
　

廿
一
坪
四
段　

廿
三
坪
三
段

廿
四
坪
四
段　
　
　

廿
八
坪
二
段

赤
穂
里
三
坪
三
段
　
　
十
坪
六
段
　
　
廿
一
坪
七
段
百
八
十
歩

々
々
々

（
黒
合
点
）

『
光
孝
天
皇
』

『
サ
カ
ラ
カ
』

（
五
二
一
）　



五
二
二

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

十
三
坪
四
段　
　
　

十
四
坪
一
段　

十
五
坪
四
段
百
八
十
歩

十
六
坪
二
段　
　
　

十
七
坪
四
段
二
百
卌
歩

�

廿
二
坪
一
段
二
百
卌
歩

廿
三
坪
四
段　
　
　

廿
四
坪
七
段　

廿
五
坪
五
段

廿
六
坪
五
段

池
尻
里
六
坪
二
百
卌
歩　

七
坪
一
段　
　

廿
一
坪
二
段

廿
三
坪
二
段　
　

廿
九
坪
二
百
卌
歩　

廿
三
坪
四
段

七
条
朝
妻
里
十
五
坪
七
段　

七
坪
二
段　
　

十
六
坪
三
段

十
七
坪
二
段
百
八
十
歩
廿
二
坪
四
段
廿
四
坪
二
段
二
百
卌

廿
八
坪
百
十
三
歩　
　

廿
六
坪
四
段

卅
三
坪
四
段
二
百
卌　

卅
四
坪
四
段 

卅
五
坪
七
段

…
（
第
14
紙　

44.5

×31.6

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

安
永
名
田
一
町
一
段

曽
呂
里
十
八
坪
二
段
百
八
十
歩

上
津
小
馬
里
七
段
三
百
十
三
歩

枝
重
田
二
段

橘
村
里
廿
三
坪
三
百
歩

下
己
呂
皮
里
二
坪
一
段
百
八
十
歩

上
舩
尾
東
里
三
坪
一
段
四
坪
二
段
九
坪
一
段
二
百
五
十
四
歩

六
条
波
蘇
瀬
里
廿
八
坪
一
段
六
十

田
原
郷
、
綴
喜
郡

『
ツ
ツ
キ
』

離
𦊆
里
一
坪
五
段　
　

十
四
坪
二
段　

廿
三
坪
四
段

廿
五
坪
五
段　

廿
六
坪
二
百
卌
歩　

十
三
坪
二
段
三
百
歩

小
野
里
一
坪
二
段　
　

卅
六
坪
四
段

寺
内
里
十
六
坪
二
段　

廿
坪
二
段　
　

卅
一
坪
一
段
卌

小ク

栗ル

栖ス

里
十
坪
一
段
百
八
十　

一
坪
二
段　
　

二
坪
六
十
歩

九
坪
一
段
百
八
十
歩
十
坪
一
段
半
十
二
坪
一
段
百
八
十
歩

十
三
坪
二
段
二
百
歩　

十
四
坪
二
段
三
百
歩　

十
五
坪
二
段

十
六
坪
二
段
百
八
十
歩　

廿
四
坪
一
段　

廿
五
坪
一
段
卌
歩

圭
南
里
二
坪
一
段
百
八
十　

三
坪
一
段
百
八
十
歩

横
枕
里
五
坪
二
段

芳
宅
里
卅
四
坪
三
段　
　
　

卅
六
坪
一
段
栗
林

平
石
里
十
三
坪
二
段　
　
　

九
坪
二
段

圭
里
二
坪
一
段
百
八
十

樋
爪
里
八
坪
二
段　
　
　
　

九
坪
二
段

…
（
第
15
紙　

44.3

×31.6

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

荒
舩
里
十
坪
一
段
三
百
歩　

廿
五
坪
二
段

已
上
一
通

大
枝　

宇
波
太　

石
作　

髙
畠
四
箇
所
陵
戸
田　

乙
訓
郡

榲
谷
里
五
坪
一
段
三
百
歩　

六
坪
一
段　
　

十
坪
一
段
卌

十
一
坪
一
段
卌
歩　
　
　

十
六
坪
五
段
百
歩　

十
八
坪
一
段

十
九
坪
三
段　
　
　
　
　

廿
八
坪
一
段
百
八
十

々

々

々

々

々

々

々

々

々

（
五
二
二
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
二
三

同
西
里
卅
三
坪
二
段　
　
　

卅
五
坪
一
段

母ヲ
モ

底
里
廿
二
坪
二
段
南
一

土
師
郷
下
村
里
七
坪
八
段
八
坪
五
段
二
百
卌
歩
十
一
坪
二
段

十
四
坪
四
段　
　
　

十
五
坪
二
段 

十
六
坪
四
段

十
七
坪
六
段　
　
　

十
八
坪
六
段 

十
九
坪
四
段

廿
坪
四
段　
　
　
　

廿
一
坪
四
段 

廿
六
坪
四
段

廿
七
坪
六
段

我ワ
カ

妻
里
二
坪
卅
歩　
　

三
坪
三
段
三
百
歩　

四
坪
七
段
百
歩

五
坪
五
段
卌
歩　
　

六
坪
一
段
百
卌
九
歩

 

八
坪
一
段
三
百
九
十
歩

九
坪
四
段　
　
　
　

十
坪
四
段 

十
一
坪
八
段

十
二
坪
三
段
三
百
卌
歩
十
三
坪
二
段
十
五
坪
三
段
五
十
歩

十
七
坪
八
段　
　
　

廿
三
坪
一
段
二
百
八
十
歩

 

廿
七
坪
三
段
卌
八
歩

廿
九
坪
三
段
卌
八
歩

神
饗
里
廿
二
坪
二
段
三
百
歩　

廿
三
坪
五
段　

廿
四
坪
三
段

廿
六
坪
七
段
百
八
十
歩
卅
坪
三
段
百
八
十
歩
卅
二
坪
七
段

卅
三
坪
五
段
百
八
十
歩　

卅
四
坪
八
段

…
（
第
16
紙　

44.2

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

弓
絃ツ

ル
ハ羽
里
二
坪
一
町　
　

三
坪
一
町 

十
一
坪
七
段

十
七
坪
一
町　
　
　
　

十
九
坪
七
段
百
八
十
歩

 

十
八
坪
三
段
百
八
十
歩

廿
坪
八
段　
　
　
　
　

廿
一
坪
六
段 

廿
二
坪
五
段

卅
二
坪
三
段
百
八
十
歩

生
里
二
坪
三
段
百
八
十
歩　

七
坪
二
段　

八
坪
二
段
百
八
十
歩

十
三
坪
五
段　
　
　
　

廿
九
坪
三
段
百
八
十
歩　

卅
坪
一
段

卅
二
坪
二
段
百
八
十
歩

榎
本
里
十
六
坪
五
段

鴈カ
リ
ハ間
治
田
五
坪
二
段
二
百
八
十
歩　

廿
九
坪
三
段

川
原
田
里
廿
坪
三
段

牛
甘
里
廿
四
坪
一
町 

廿
九
坪
三
段

石
田
里
卅
四
坪
三
段
百
八
十
歩

奉マ
ツ
リ田
里
八
坪
四
段
五
十
五
歩 

十
六
坪
五
段
百
廿
歩

 

十
八
坪
一
段

十
九
坪
三
段 

廿
九
坪
二
段
二
百
八
十

西
里
廿
九
坪
二
段
二
百
八
十
歩　

廿
八
坪
一
段
百
八
十
歩

坂
本
里
廿
九
坪
四
段
二
百
八
十
歩
卅
二
坪
九
段
卅
四
坪
一
段

牒
、
件
陵
戸
田
、
自
昔
以
降
迄
于
近
代
無
他
妨
、
而
今
俄
押

入
、
権
門
不
令
弁
進
寮
家
地
利
之
間
、
絶
徭
丁
等
食
物
、

陵
墓
無
守
護
人
、
為
是
以
今
年
七
月
四
日
経　

奏
聞
之

處
、
同
年
同
月
十
三
日
被
下 

宣
旨
偁
、
令
停
止
神
社
佛

（
五
二
三
）　



五
二
四

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

寺
護
門
㔟
家
并
國
司
妨
、
如
本
可
為
寮
家

進
退
、 

宣
旨
顕
然
之
上
、
代
代
之
國
司
免
判
又

…
（
第
17
紙　

44.4

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
明
白
也
、
仍
牒
送
如
件
、
乞
也
衙
寮
状
、
欲
被
免

除
件
陵
戸
田
坪
坪
等
、
以
牒
、

永
久
元
年
十
二
月 

日

建
保
五
年
六
月
三
日
任
永
久
之
帳

面
寫
書
之
、
清
書
之
一
本
者
進
國

司
、
草
案
之
一
本
為
子
孫
留
之
畢
、

　
　
　
　

陰
陽
博
士
賀
茂
在
忠
（
花
押
影
）

以
或
家
秘
蔵
之
右
巻
在
忠

自
筆

令
賀
茂
恭
保
縣
主
謄
寫
了
、

　

紙
背
文
書
継
奥

嘉
永
七
年
十
月
權
大
納
言
（
花
押
）

…
（
第
18
紙　

44.2

×31.6

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〔

　
　

正
月
八
日
陰
陽
頭
賀
茂
在
忠
イ
〕

明
日
御
井
點
定
可
候

也
、
以
何
方
井
可
被
點

〔
権
〕

〔
察
〕

免

（
一
八
五
四
）

（
三
条
実
万
）

候
哉
、
可
令
注
申
給
候
、
仍

執
啓
如
件
、
恐
惶
謹
言
、

十
一
月
卅
日　

大
蔵
権
大
輔
基
兼※

１
〔
奉
イ
〕

謹
上　

陰
陽
頭
殿

…
（
第
19
紙　

44.4

×31.6

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

御
仏
名
廿
六
日
月
迫
に

い
た
く
罷
成
候
、
相
構
て

廿
六
日
以
前
に
な
の
め
に

さ
も
候
、
日
次
候
者
、
可
令
撰

申
給
へ
き
よ
し

女
房
被
申
候
也
、
恐
々

謹
言
、

十
二
月
四
日　

前
筑
後
為
顕

謹
上 

陰
陽
頭
殿

（
貼
紙
「
□
□
□
」）

…
（
第
20
紙　

44.4

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〔

〔
守
為
顕
奉
イ
〕

（
五
二
四
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
二
五

　　　

　
　

イ
〕

何
事
候
哉
、

抑
今
月
中
首
服
日
時

可
令
擇
申
給
候
、
可
被

除
歳2

※

日
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　

十
一
月
二
日　

□
□

謹
上　

陰
陽
頭
殿

…
（
第
21
紙　

43.9

×31.6

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

追
申今

両
三
日
内
吉
事
可
然
日
ヲ

可
注
遣
候
、
謹
言

吉
事
日

十
一
月
二
日
己3

※

酉

八
日
丁
卯　

後
日

…
（
第
22
紙　

44.4

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

々

々

々

々

　

々

々

十
月
廿
九
日　

□
□

…
（
第
23
紙　

44.1

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

□
□
□
□
の
下
文
一
枚

遣
之
由
候
、
一
日
ハ

の
□
□
あ
の
□
候
へ
き
□

へ
き
趣

よ
く

候
、
あ
な
か
し
く
、

十
月
廿
□
日 

頭（
マ
マ
）弁

お
ん
み
や
う
の
か
み
殿

…
（
第
24
紙　

44.0

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

可
塗
始
引
車
日

（
五
二
五
）　



五
二
六

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

　

十
一
月
十
日
丙
亥

乗
始

　

十
二
月
十
三
日
壬
寅

　
新
車
更
令
新
調
候

也
、
塗
始
候
、
又
乗
用

日
時
来
十
一
月
上
旬
之
内

可
注
遣
候
、
乗
用
日
時

者
、
十
二
月
上
中
旬
之
期

可
候
也
、
謹
言
、

十
月
廿
七
日　

木
工
頭
□
□

陰
陽
頭
殿

…
（
第
25
紙　

44.3

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

可
被
行
軒
廊
御
卜
日

六
月
十
一
日
丙
申

　
　

六
日
丁
酉

　
　
　

八
月
一
日
□
□
□

可
被
行
軒
廊
御
卜

日
次
両
三
日
許
可

〔
十
一
月
七
日
丙
寅
イ
〕

〔
乗
始
日
イ
〕

〔
五
イ
〕

〔
□
□
一
日
□
□
イ
〕

擇
申
給
之
由
、
所
被
仰

候
也
、
者
依
左
中
辨
御

奉
行
、
上
啓
如
件
、

恐
惶
謹
言
、

八4

※

月
一
日　

左
少
史
中
原
國

謹
上　

陰
陽
頭
殿

…
（
第
26
紙　

44.2

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

拝
賀
日
并
始
着
直
衣

□
可
注
給
之
状
如
件
、

正
月
廿
日　

参
議
定
□5

※

陰
陽
頭
殿

御
拝
賀
并
直
衣
始
日
次

別
紙
令
注
遣
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
〔
正
月
廿
日 

陰
陽
頭
在
憲
イ
〕

…
（
第
27
紙　

44.6

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下　

中
尾
陵
戸
田
所
司
所

（
日
カ
）

（
治
承
三
年
カ
）

（
藤
原
定
能
カ
）

（
五
二
六
）　



慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
所
蔵
「
山
城
国
陵
田
坪
付
」

五
二
七

右
、
所
預
申
常
陸
殿
御
局
也
、
早

守
下
文
之
旨
、
可
極

（
マ
マ
）被
進
止
者
、
下
□〔
司
〕

并
田
堵
等
更
不
可
違
失
之
状
、
如
件
、

以
下
、

治
承
三
秊
二
月
二
日

諸
陵
頭
賀
茂
朝
臣
（
花
押
影
）

…
（
第
28
紙　

44.3

×31.6
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

改
年
旁
御
賀
幸
甚

、

諸
陵
頭
去
二
日
御
慶

候
由
候
也
、

□
□
一
荷
随
□
就

八
□
□
者
、
下
□
□
候
、
委

□
□
□
□
、
謹
言
、

正
月
廿
六
日　

□
□

陰
陽
頭
殿

…
（
第
29
紙　

44.1

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

何
事
候
哉 （

在
忠
）

〔
々
々
カ
〕

抑
祭
主
卿
泰
山
府
□〔
君
〕

祭
撫
物
申
請
、
可
□
□

候
、
今
夜
付
使
人
可

申
遣
候
也
、
付
此
使
□〔

可
〕

返
給
候
也
、
他
事
期
□

□
□
恐
々

　

十
月
廿
四
日
神
祇
権
大
副
□6

※

□

謹
上　

陰
陽
頭
殿

〔
□
□
□
□
□
事
□
イ
〕

…
（
第
30
紙　

43.8

×31.7

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

月
十
四
日
ひ
の
と
卯

　

十
九
日
ミ
つ
の
と7

※

丑

　

五
月
九
日

可
秘
蔵
也

諸
陵
一

（
マ
マ
）田
坪
付
在
或
書

（
五
二
七
）　



五
二
八

史
　
　
　
学
　
第
八
五
巻
　
第
一-

三
号
　
文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

【
註
】

1　
『
山
槐
記
』
治
承
二
年
十
月
二
十
五
日
条
の
「
大
蔵
権
大
輔
基

兼
」
か
。

2　

慶
應
本
で
は
一
字
に
見
え
る
が
、
あ
る
い
は
二
字
か
。
忌
日
・
厄

日
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
が
不
詳
。

3　

平
安
後
期
〜
鎌
倉
初
期
の
中
で
「
十
一
月
二
日
己
酉
」
に
該
当
す

る
年
号
は
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
と
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）。

そ
の
場
合
、
十
一
月
八
日
は
乙
酉
の
は
ず
で
あ
る
が
、「
八
日
丁

卯
」
と
書
き
損
じ
た
た
め
、
抹
消
し
礼
紙
と
し
て
使
用
し
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

4　

慶
應
本
で
は
当
書
状
の
日
付
を
「
八
月
一
日
」
と
す
る
が
、
袖
書

の
軒
廊
御
卜
日
時
勘
申
が
「
六
月
五
日
丙
申
」
等
で
は
、
十
ヶ
月
近

く
先
の
こ
と
に
な
る
の
で
不
審
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
書
状
の

日
付
は
六
月
一
日
付
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
場
合
、

六
月
五
日
丙
申
に
合
う
年
号
は
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
に
な
る
が
、

差
出
「
左
少
史
中
原
国
」
に
該
当
す
る
人
物
が
い
な
い
（『
官
史
補

任
』）。
但
し
、
右
少
史
に
中
原
国
能
と
い
う
人
物
が
確
認
で
き
る
の

で
、
慶
應
本
に
は
幾
つ
か
の
謄
写
の
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

5　

柳
原
家
本
は
下
縁
欠
損
の
た
め
、「
参
議
定
」
ま
で
し
か
読
め
な

い
が
、
明
和
九
年
序
文
に
よ
る
と
「
参
議
定
能
」
と
す
る
。
仮
に
こ

の
序
文
に
依
拠
し
た
場
合
、
該
当
者
は
治
承
三
年
〜
寿
永
三
年
の
間
、

参
議
の
地
位
に
あ
っ
た
藤
原
定
能
と
な
る
。
彼
は
治
承
三
年
正
月
十

九
日
に
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
当
書
状
は
そ
の
翌
日
文
書
か
。

6　

明
和
九
年
序
文
で
は
差
出
を
「
神
祇
権
大
副
兼
□
」
と
し
卜
部
氏

に
比
定
し
て
い
る
が
、
大
中
臣
氏
も
神
祇
権
大
副
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
で
検
討
を
要
す
る
。

7　

干
支
の
書
き
損
じ
が
あ
る
か
。
某
月
十
四
日
丁
卯
と
同
月
十
九
日

癸
丑
で
は
月
日
と
干
支
が
一
致
し
な
い
。

（
五
二
八
）　


